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感染症法に基づく急性脳炎としての届出が行われた

新型インフルエンザ患者について

PressRelease

9月1日、京都府より、感染症法に基づく急性脳炎としての届出がなされるとともに、別

添の通り情報提供がございましたので、お知らせいたします。
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なお、患者の個人情報については、特段のご配慮をお願いいたします。

                              
 

  
 



感染症法に基づく急性脳炎としての届出が行われた
新型インフルエンザ患者について

本日、新型インフルエンザ患者が急性脳症を発症しているとして山城南保健所
に届出がありましたので、情報提供いたします。
な粘、 患者の個人情報については、 特段の配慮をお願いいたします。

1 患者概要
年齢 7歳 性別 男性

2 経 過

8月29日

熱(40て台)

平成2 1年9月 1 日 (火)

京都府新型インブル土ンザ対策本部

仙,075－414－4734

8月30日

近くの診療所を受診、簡易検査でインフルエンザA型陽性

記

8月30日

熱 (40 5で)、 けいれんで京都府南部の医療機関に入院

9月1日

医療機関からインフルエンザ脳症の発生届が提出される。
PCR検査により、新型インフルエンザと判明。

病状等について

入院治療を継続中 (快方に向かっている)

居住地 奈良県在住

3

基礎疾患なし

 

 


